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選択的評価基準 研究活動の状況  

（１）観点ごとの分析 

観点１－①：研究の目的に照らして，研究体制が適切に整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）高等専門学校では，「高等専門学校設置基準」及び「独立行政法人国立高等専門

学校機構法」において，「その教育内容を学術の進展に即応させるため，必要な研究が行なわれる

ように努める」ことと，「機構以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その

他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行う」ことと規定されている（資料研１－①－

１）。これに基づき，本校では，教員研究，準学士課程5年生の卒業研究，及び専攻科課程の専攻

科研究を実施し，教育面で，教員が常に先進専門分野での研究に従事することにより得られる知識

や技術を講義や研究指導に活かすだけでなく，社会面でも，地域産業等との連携を通して工学技術

の発展に寄与することを目指している。個々の教員は，これらの研究を実施するため，各研究室の

施設整備を進めるとともに（資料研１－①－２），各自の専門研究分野と授業や卒業研究・専攻科

研究指導とをリンクさせることにより（資料研１－①－３），教育活動と研究活動の相乗効果を図

れるよう配慮している。また，本校における卒業研究と専攻科研究の目的としては，他の教科目の

内容を総合して学習・教育目標の達成を目指すことで（資料研１－①－４），準学士課程の教育目

的である職業に必要な能力の育成や専攻科課程の教育目的である創造的な知性と視野の広い豊かな

人間性を備えた技術者の育成を実現することにある。さらに，専攻科研究では，産業社会との学術

的な協力も目指すべきである（資料研１－①－５）。そこで，専攻科研究の発表会は学外にも公開

としており，産業界との連携の機会を広げている（資料研１－①－６）。こうした目的を支援する

ため，本校は，地域企業等と教員・学生が協力して行う研究活動の中心的施設として地域共同テク

ノセンター棟を有し，同棟を中心に充実した施設整備が行われている（資料研１－①－７）。また，

学内外の研究活動に関する諸課題を総合的に検討するための組織として，地域共同テクノセンター

長を委員長とする地域共同テクノセンター運営委員会が設置されている（資料研１－①－８）。地

域共同テクノセンターは，年に一度の産学官交流会及び学内施設見学会の開催（資料研１－①－

９）やニュースレターの刊行（資料研１－①－10）を行うだけでなく，産業界のニーズである技術

相談を無料で受け付けることで，共同研究・受託研究への発展のきっかけともなっている（資料研

１－①－11）。さらに，非常勤職員として産学官連携コーディネーターを採用し，本校教員のシー

ズと地元企業のニーズのマッチングを図っている（資料研１－①－12）。その他，学生研究及び教

員研究をより推進するため，科学研究費補助金を含む外部研究費応募情報の，庶務課庶務係による

全教員への紹介メールの送付や説明会の実施（資料研１－①－13），教育後援会による教員・学生

の学会発表のための旅費援助（資料研１－①－14），海外先進教育研究実践プロラムによる教員の

海外派遣制度の積極的利用（資料研１－①－15），校長が静岡県東部生産性協議会等に役員として

参加し，地域産業との交流を深めること（資料研１－①－16）などが行われている。 

    

 

資料研１－①－１：高等専門学校における研究の位置づけ 

 

 

「高等専門学校設置基準」 

（昭和三十六年八月三十日文部省令第二十三号） 



沼津工業高等専門学校 選択的評価基準 

-425- 

第一章 総則  

（教育水準の維持向上）  

第二条  高等専門学校は，その組織編制，施設，設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないよう

にすることはもとより，常にその充実を図り，もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。  

２  前項の場合において，高等専門学校は，その教育内容を学術の進展に即応させるため，必要な研究が行なわれるよ

うに努めるものとする。  

（情報の積極的な提供）  

第三条  高等専門学校は，当該高等専門学校における教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載その他広く周知

を図ることができる方法によつて，積極的に情報を提供するものとする。  

 

「独立行政法人国立高等専門学校機構法」 

（平成十五年七月十六日法律第百十三号） 

第三章 業務等  

（業務の範囲等）  

第十二条  機構は，第三条の目的を達成するため，次の業務を行う。   

一  国立高等専門学校を設置し，これを運営すること。  

二  学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談，寄宿舎における生 

活指導その他の援助を行うこと。  

三  機構以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構 

以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。  

四  公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。  

五  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。  

２  前項第一号の国立高等専門学校の位置は，それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。  

３  国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は，文部科学省令で定める。 

（出典：高等専門学校設置基準及び独立行政法人国立高等専門学校機構法） 

 

資料研１－①－２：各学科の所有する設備 

 

 

その他の校内設備 

 

電気電子・物性関連 

メカトロラボ２PC(各種回転機の特性比較・組み立て等)，パワトロラボ(各種電力用半導 

体素子の特性測定と応用)，波形デジタイザ(μsオーダの波形メモリー)，アナライジン 

グレコーダ(高調波分析機能あり)，デジタルパワーメータ(３相)，RFマグネトロンスパ 

ッタリング装置(200W)，DC マグネトロンスパッタリング装置(200W)，真空蒸着装置， 

X線回折装置(粉末)，分光光度計(可視，近赤外 180～2500nm)，回路基盤CAM，構造 

物振動解析装置，マルチチャンネルデーターステーション，マルチパーパス FFT アナライ 

ザー，アコースティックエミション(AE)計測装置，PIC,CPLD開発キットー式， 
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DSP 開発ツールキット，小型風洞 

 

機械・材料・加工関連 

電子顕微鏡付き疲労試験機(２kN)，超高サイクル疲労試験機(５kN)，疲労試験機(98ｋ 

N)，精密万能試験機（98kN），万能試験機(490kN)， CNC 平面研削盤， NC 立フライス 

盤，超音波ねじり振動切削装置(施削用，穴加工用)，卓上簡易計測・加工装置(Ro1andDG  

MDX-15)，液体ホーニング装置，ブラストドレッシング装置，油圧源ユニット(最大圧力 

20MPa，最大流量90L/min)，水圧源ユニット(最大圧力14MPa,最大流董 30L/min)，タービ 

ン流量計，歯車型流量計，騒音計測システム，大判プリンタ(B０サイズ対応) 

 

物質工学関連 

蛍光Ｘ線分析装置，原子吸光光度計，イオンクロマトグラフ， X線回折装置，フーリエ変換 

核磁気共鳴装置(FT-NMR)，DNA シークエンサー，プロテインシークエンサー，可視紫外 

分光光度計，フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)，蛍光分光光度計，ガスクロマトグラフ 

(GC)，高速液体クロマトグラフ(HPLC) 

（出典：本校地域共同テクノセンターウェブサイト） 

http://techno.numazu-ct.ac.jp/gaiyou.html 
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資料研１－①－３：教員の研究分野と講義や卒業研究・専攻科研究の関連性 

 

 

「教員の専門分野と担当教科」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （以下略） 

 

「平成 16年度卒業研究・専攻科研究のテーマ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （以下略） 

 

（出典：本校地域共同テクノセンターウェブサイト及び平成16年度卒業式・修了式配布資料） 

http://techno.numazu-ct.ac.jp/staff.htm 
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資料研１－①－４：卒業研究及び専攻科研究の目的 

 

 

３.２教育方法 

 （中略） 

(２)授業計画書(シラバス)の作成・開示とそれに従った教育の実施 

(ⅰ)シラバスの作成 

 （中略） 

プログラム前半部のシラバスは，専攻科シラバスと同様の様式を取っている。例えば，本 

プログラムの最も主要な教科目である専攻科研究と第５学年卒業研究の各々は，以下に示 

す一貫した方針により指導・支援が実施されている[３.２ (２)]。 

（１）学習・教育目標のすべてを実現するよう計画されていること。 

（２）学習・教育目標の各々が実現されたかどうかについての評価方法と基準が具体的に示されていること。 

（３）成績評価は複数の教員，有意の技術者の参加を得て行われること。 

（４）成績評価に学習教育目標の実現が反映されていること。 

（出典：平成 16 年度「総合システム工学」自己点検書 p.40） 

 

資料研１－①－５：準学士課程及び専攻科課程の教育目的 

 

 

（準学士課程） 

学則 第１章 本校の目的 

第１条 本校は，教育基本法の精神にのっとり，学校教育法に基づいて，深く専門の学芸 

を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

 

（専攻科課程） 

学則 第９章 専攻科 

第 45条 専攻科は，高等専門学校等の教育における成果と伝統を踏まえ，研究指導を通じ 

た工学に関する深い専門性を基に，創造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術 

者を育成するとともに，産業社会との学術的な協力を基礎に教育研究を行い，もって地域 

社会の産業と文化の進展に寄与することを目的とする。 

（出典：平成 17 年度学生便覧 p.5） 
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資料研１－①－６：2004 年度専攻科研究発表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （以下略） 

（出典：本校公式ウェブサイト） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/NctJpg/senkouka/program0402.html 

 

資料研１－①－７：地域共同テクノセンターの施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の概要 

-------------------------------------------------------------------------------- 

地域共同テクノセンター棟 

１階  新加工技術研究室 
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 ◇主な設備 

１．超音波振動切削加工装置 

 （難削金属，CFRP・GFRP 等の複合材料の経済的高精度加工技術の開発） 

  ・立形マシニングセンター (株)｣牧野フライス製作所製 V33 

  ・超音波振動切削装置 エンドミル仕様 富士工業（株）製 

   周波数２７ｋＨｚ，出力 300Wの超音波ねじり振動 

２．表面形状測定顕微鏡 （株）キーエンス VK8500 

  （顕微鏡をのぞく感覚で，nmレベルの世界をカラーで観察できる） 

  最小測定分解能：0.01μm， 測定範囲：70×70×28mm 

  測定対象物：金属，樹脂，セラミックス，ガラス，カラートナー 

        食品・微生物，病理組織，高分子材料，薄膜 

  アプリケーション：プロファイル計測，粗さ計測，面粗さ計測， 

           表面積・体積計測，各種平面計測 

 

２階 環境工学研究室 

 ◇主な設備 

・ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MS) 

 （低分子量の有機分子の高感度な検出，および構造解析） 

 環境分析，食品分析，薬剤の分析，石油化学製品の分析に有効 

・レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置(TOF/MS) 

 （タンパク質を含む高分子量有機化合物の構造解析） 

 微量な試料で高分解能の質量分析が可能 

・その他 物質工学科 設置分析機器 

 クロマトグラフ（GC, LC,イオン)，NMR，FT-IR， 

 蛍光分光光度計，紫外可視分光光度計 

 DNA シークエンサー，プロテインシークエンサー 

 

３階 メカトロ CAD/CAM・電子応用研究室 

◇主な設備 

・ロボット開発用リアルタイム制御装置 

 (メカトロ製品の試作段階における制御系の研究開発の短縮化をはかる) 

 精密モデルシミュレータ(MATLAB, Simulink他) 

 開発用リアルタイム制御装置 

 制御系開発およびモニタ(Real Time Work Shop 他) 

 リアルタイム制御システム(DSP開発システム) 

・高度生産技術開発用 CAD／CAM装置 

  (３次元立体の測定から加工まで生産技術開発と生産性の向上をはかる) 

 CAD ソフト（SolidWorks2003） 

 CAM ソフト(MasterCAM 9.1 MillLevel3) 

 ３軸，５軸ミーリング，３軸 NCシミュレーション，旋盤，放電加工用 
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 非接触３次元測定器(MINOLTA Vivid910) 

 ３次元立体のレーザ測定とモデル化，検証 

（出典：本校地域共同テクノセンターウェブサイト） 

http://techno.numazu-ct.ac.jp/gaiyou.html 

 

資料研１－①－８：地域共同テクノセンター規則 

 

 

沼津工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則 

（平成 15年３月12日制定） 

   （設置） 

第１条  沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，地域共同テクノセンター（以下「センター」という。）

を置く。 

  （目的） 

第２条  センターは，総合技術開発能力のある学生の育成並びに地域産業界等との共同研究の推進及び地域産業の振興

に寄与するとともに，本校における教育研究の充実発展に資することを目的とする。 

  （業務） 

第３条  センターは，次に掲げる業務を行う。 

 (１)  総合技術開発能力のある学生の育成に関すること。 

 (２) 学科間の横断的な研究協力及びその支援に関すること。 

 (３) 地域産業界等との共同研究及び受託研究の推進に関すること。 

 (４) 地域産業界等に対する技術相談，講習会，セミナー等に関すること。 

 (５) 社会人を対象としたリフレッシュ教育に関すること。 

 (６) 小中高生を対象とした体験教育に関すること。 

 (７) その他センターの目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第４条  センターに，次に掲げる職員を置く。 

(１) センター長 

(２) 副センター長 

(３) 各学科及び教養科から選出される教員（以下「センター員」という。）  各１人 

(４) その他必要な職員 

２  センター長は，本校の教授の中から校長が任命する。 

３  センター長は，センターに関する業務を掌理する。 

４  副センター長は，本校の教授又は助教授の中から校長が任命する。 

５  副センター長は，センター長を補佐し，センター長に事故があるときは，その職務を代行する。 

６  センター員は，上司の命を受け，センターの業務に従事する。 

７  センター長，副センター長及びセンター員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後

任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

  （運営委員会） 
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第５条  センターの円滑な運営を図るため，センター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２  委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

 (１) センターの管理運営の基本方針に関すること。 

 (２) センターの利用に関すること。 

 (３) センターの将来計画に関すること。 

 (４) その他センター長が必要と認める事項 

３  委員会は，次に掲げる委員で組織する。 

 (１) センター長 

 (２) 副センター長 

 (３) センター員 

 (４) 事務部長 

 (５) その他校長が指名する者  若干人 

４  前項第５号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任

者の残任期間とする。 

５  委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

６  委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

７  委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

  （事務） 

第６条  センターに関する事務は，庶務課において処理する。 

  （細目） 

第７条  この規則に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な細目は，別に定める。 

      附  則 

１  この規則は，平成 15年３月 12日から施行する。 

２  沼津工業高等専門学校科学技術相談室運営委員会規則（平成３年 10月 16日制定）は，廃止する。 

（出典：本校地域共同テクノセンターウェブサイト） 

http://techno.numazu-ct.ac.jp/center-kisoku.htm 
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資料研１－①－９：産学官交流会及び学内施設見学会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校公式ウェブサイト及び地域共同テクノセンターニュース） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/NctJpg/Sangakukan/an-nai.htm 
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資料研１－①－10：地域共同テクノセンターニュース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （以下略） 

（出典：地域共同テクノセンターニュース） 
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資料研１－①－11：技術相談・共同研究・受託研究 
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（出典：本校地域共同テクノセンターウェブサイト） 

http://techno.numazu-ct.ac.jp/ 

 

資料研１－①－12：産学官連携コーディネーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：地域共同テクノセンターニュース） 
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資料研１－①－13：外部研究費応募情報の庶務課庶務係による全教員への紹介メールの一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：事務送付メール資料） 
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資料研１－①－14：教育後援会による教員・学生の学会発表のための旅費援助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （以下略） 

（出典：平成８年度第２回教官会議資料２） 

 

資料研１－①－15：海外先進教育研究実践プロラムによる教員の海外派遣制度の利用 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校公式ウェブサイト） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/NctJpg/data_frm.htm 
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資料研１－①－16：地域各種協会への役員参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （一部抜粋） 

 

（出典：校長兼業一覧） 

 

（分析結果とその根拠理由）優れている。施設整備及び組織編成の両面から，本校の目的に即した研

究活動が行える体制が適切に整えられている。 

観点１－②：研究の目的に沿った活動の成果が上げられているか。 

（観点に係る状況）本校教員の内46名は博士の学位を取得しており，日常的に自己の専門分野に関す

る研究を行い，研鑚に努めている。その成果は，論文執筆や学会発表等の形で公表され（資料研１

－②－１），最近１年間の実績は著作刊行物13件，学協会等への発表論文143件，国内外における

学協会等での口頭発表63件，特許出願１件，学会等による受賞３件となっている。外部研究資金の

獲得の面では，平成16年度には11件の科学研究費補助金が採択されている。また，教員はそれぞれ

の分野に関連した授業を担当することにより，学生に還元されており，卒業研究・専攻科研究の指

導に当たっても，教員の研究活動で得た知見が生かされている。その結果，学生も積極的に研究成

果を論文や学会等での講演で発表を行っている（資料研１－②－２）。学生が主体となって発表さ

れたものは，昨年度１年間で，本校研究報告２編，学会発表等35件であった。 

  産学連携形式の研究活動に関しては，平成16年度には技術相談は34件であり，共同研究21件，受

託研究５件の契約が民間企業等との間で結ばれており，それぞれ成果を上げている（資料研１－②

－３）。また，こうした産学連携形式の研究活動に，各研究室に所属する学生が卒業研究・専攻科

研究の一環として関わっている（資料研１－②－４）。 
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資料研１－②－１:教員の研究活動の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （以下略） 

（出典：沼津工業高等専門学校研究報告第 39号） 
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資料研１－②－２：学生の研究活動の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （以下略） 

（出典：沼津高専だより第 86号） 
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資料研１－②－３：「産学連携での研究の実績」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （以下略） 

（出典：本校公式ウェブサイト） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/NctJpg/data_frm.htm 
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資料研１－②－４：平成 16 年度卒業研究・専攻科研究のテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

（出典：平成 16 年度卒業式・修了式配布資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）優れている。個々の教員の研究活動は活発に行われ，その成果は学生へ

の教授に生かされている。また，産学連携形式の研究活動は国内の高専でもトップクラスの契約件

数となっており，高専に期待される社会的使命を十分に果たしているといえる。さらに，こうした

活動に学生が参加することにより，学生が企業活動の一端に触れ，自らの学習内容と産業との関連

性を学ぶ良い機会となっている。 

観点１－③：研究活動等の実施状況や問題点を把握し，改善を図っていくための体制が整備され，

機能しているか。 

（観点に係る状況）本校には，研究活動に関する諸課題を総合的に検討するための組織として，地域

共同テクノセンター長を委員長とする地域共同テクノセンター運営委員会が設置され，産業界から

の要請や動向を踏まえつつ，本校の目的に即した施策を提案している（資料研１－③－１）。  
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資料研１－③－１：地域共同テクノセンター規則 

 

 

沼津工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則 

（平成 15年３月12日制定） 

   （設置） 

第１条  沼津工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，地域共同テクノセンター（以下「センター」という。）

を置く。 

  （目的） 

第２条  センターは，総合技術開発能力のある学生の育成並びに地域産業界等との共同研究の推進及び地域産業の振興

に寄与するとともに，本校における教育研究の充実発展に資することを目的とする。 

  （業務） 

第３条  センターは，次に掲げる業務を行う。 

 (１)  総合技術開発能力のある学生の育成に関すること。 

 (２) 学科間の横断的な研究協力及びその支援に関すること。 

 (３) 地域産業界等との共同研究及び受託研究の推進に関すること。 

 (４) 地域産業界等に対する技術相談，講習会，セミナー等に関すること。 

 (５) 社会人を対象としたリフレッシュ教育に関すること。 

 (６) 小中高生を対象とした体験教育に関すること。 

 (７) その他センターの目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第４条  センターに，次に掲げる職員を置く。 

(１) センター長 

(２) 副センター長 

(３) 各学科及び教養科から選出される教員（以下「センター員」という。）  各１人 

(４) その他必要な職員 

２  センター長は，本校の教授の中から校長が任命する。 

３  センター長は，センターに関する業務を掌理する。 

４  副センター長は，本校の教授又は助教授の中から校長が任命する。 

５  副センター長は，センター長を補佐し，センター長に事故があるときは，その職務を代行する。 

６  センター員は，上司の命を受け，センターの業務に従事する。 

７  センター長，副センター長及びセンター員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後

任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

  （運営委員会） 

第５条  センターの円滑な運営を図るため，センター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２  委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

 (１) センターの管理運営の基本方針に関すること。 

 (２) センターの利用に関すること。 

 (３) センターの将来計画に関すること。 
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 (４) その他センター長が必要と認める事項 

３  委員会は，次に掲げる委員で組織する。 

 (１) センター長 

 (２) 副センター長 

 (３) センター員 

 (４) 事務部長 

 (５) その他校長が指名する者  若干人 

４  前項第５号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任

者の残任期間とする。 

５  委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

６  委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

７  委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

  （事務） 

第６条  センターに関する事務は，庶務課において処理する。 

  （細目） 

第７条  この規則に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な細目は，別に定める。 

      附  則 

１  この規則は，平成 15年３月 12日から施行する。 

２  沼津工業高等専門学校科学技術相談室運営委員会規則（平成３年 10月 16日制定）は，廃止する。 

（出典：本校地域共同テクノセンターウェブサイト） 

http://techno.numazu-ct.ac.jp/ 

 

（分析結果とその根拠理由）優れている。地域共同テクノセンター運営委員会は，外部有識者の参加

を得ながら定期的に開催されており，本校各部署から提起される問題等について議論が行われ，改

善策が提案されている（資料研１－③－２）。 
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資料研１－③－２：地域共同テクノセンター運営委員会議事要録の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （以下略） 

（出典：平成 16 年度地域共同テクノセンター運営委員会議事要録） 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）教員の研究は盛んに行われ，その成果は学生への講義や研究指導などの教育面に十分に

活かされている。また，施設整備及び組織運営の両面から教員の研究活動を適切に支援するものと

して，地域共同テクノセンターを中心とした体制が整備されている点は優れている。その結果とし

て，民間企業等との共同研究・受託研究契約件数は国内高専でもトップクラスであり，積極的な産

業界への貢献が行われている点も優れている。  

（改善を要する点）特になし。 

 

（３）選択的評価基準の自己評価の概要 

  高専における研究の目的である，教育内容の学術の進展への即応及び産学連携形式による教育研

究活動による社会への貢献を達成するため，教員研究，準学士課程５年生の卒業研究，及び専攻科

課程の専攻科研究を実施している。そのため，それぞれの研究分野に即した授業を行うよう教員を
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配置するとともに，産学連携形式の研究への積極的な学生の参加を進めている。こうした研究を支

援するための施設整備と組織運営のため，地域共同テクノセンター及び地域共同テクノセンター運

営委員会が機能しており，本校教員のシーズと地元企業のニーズのマッチングを図るとともに，研

究の中心的な場所を提供する役割を果たしている。その結果，本校教員及び学生は，年間に約156

編（内，学生による執筆は２編）の著書・論文等を執筆し，国内外で約63件（内，学生による発表

は35件）の学会・シンポジウム等での発表を行っている。また，産学連携形式の研究活動も，年間

約26件の共同・受託研究の契約が民間企業等との間で結ばれ，成果を上げている。こうした活動へ

の学生の参加は，学生が自らの学習内容と産業との関連性を学ぶ良い機会として，教育の効果を上

げている。以上のことから，本校における研究活動は，大変優れている。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

  目的の達成状況が良好である。 

 

 


